
○既存の幼稚園・保育所が認定こども園へ移行する場合の特例について

　既存の幼稚園・保育所から認定こども園への移行を促進するため、供給が需要を上回る場合
においても、需給調整の特例により、その特例枠の範囲内であれば、認可・認定を行うことが
できることとなっている。
　以下の表については、それぞれの号、年齢ごとの特例枠の上限値。
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１号認定子ども

２・３号認定子ども
2号

0歳 1・2歳 3～5歳
堺区 0 0 0
中区 0 0 110
東区 0 0 59
西区 0 20 99
南区 0 0 20
北区 0 0 0
美原区 0 0 0
合計 0 20 288

認定こども園特例枠

1号
認定こども園特例枠 2,702

3号


